
【一般競争入札総合評価落札方式】 

① 基本事項（企業）の評価【標準型（１：２）・簡易型（１：１）共通】 

評
価
項
目 

評価の着目点 
配点 

 
判断基準 

基
本
事
項
□
企
業
□ 

企
業 

業
務
拠
点 

・業務拠点を以下のとおり評価する。 

① ○○事務所管内に本社(店)を有する。 

② ○○県内に本社(店)を有する。 

③ ○○事務所管内に支社(店)又は営業所等を有する。 

④ ○○県内に支社(店)又は営業所等を有する。 

⑤ 上記以外 

① ４ 

② ３ 

③ ２ 

④ １ 

⑤ ０ 

企
業
信
頼
度
□
優
良
業
務
表
彰
等
□ 

・中部地方整備局（港湾空港関係を除く）が発注手続を行った補償関係コ

ンサルタント業務のうち、令和●年度又は令和●年度に、中部地方整備

局長、部長または中部地方整備局管内の事務所長から優良業務表彰を受

けた実績を以下の順位で評価する。 

・令和●年度又は令和●年度に国土交通本省が行う「インフラDX大賞（旧

i-Construction大賞)」、中部地方整備局が行う「中部DX大賞」を受賞し

た実績を以下の順位で評価する。 

・環境省発注の中間貯蔵施設整備事業（「中間貯蔵施設設置に伴う用地総

合支援業務」、「中間貯蔵施設設置に伴う土地建物等調査等業務」及び

「中間貯蔵施設設置に伴う用地補償説明業務」）のうち、令和●年度ま

たは●年度に、環境省所管事務所が行う「優良業務表彰」を受賞した実

績を以下の順位で評価する。 

①優良業務表彰（局長表彰）の実績が確認できる。又は、インフラDX大

賞（旧i-Construction大賞) もしくは環境省所管事務所の「優良業務

表彰」の受賞実績が確認できる。 

②優良業務表彰（部長又は事務所長表彰）の実績が確認できる。又は、

中部DX大賞の受賞実績が確認できる。 

③優良業務表彰等の実績が確認できない。 

① ２ 

② １ 

③ ０ 

賃
上
げ
表
明 

・賃上げの実施を表明した企業等に対し、以下の順位で評価する。 

①令和●年４月以降に開始する最初の事業年度または令和●年（暦年）

において、対前年度または前年比で給与等受給者一人当たりの平均受

給額を３％以上増加させる旨、従業員に表明している。【大企業】 

②令和●年４月以降に開始する最初の事業年度または令和●年（暦年）

において、対前年度または前年比で給与総額又は給与等受給者一人当

たりの平均受給額を1.5％以上増加させる旨、従業員に表明している。

【中小企業等】 

③表明はあるが条件を満足していない。 

④表明なし。 

① ４ 

② ４ 

③ ０ 

④ ‐ 

賃
上
げ
実
績 

・前年度（又は前年）において賃上げ表明で加点を受けたが、賃上げの実

施が未実行であった企業等に対し、以下の順位で評価する。 

① 賃上げの実施が未実行 

② 上記以外 

①－５ 

② ０ 



ワ
□
ク
・
ラ
イ
フ
・ 

バ
ラ
ン
ス
等
の
促
進 

①次に掲げるいずれかの認定を受けている。 

・女性活躍推進法に基づく認定（プラチナえるぼし・えるぼし認定企業） 

・次世代法に基づく認定（プラチナくるみん・くるみん（令和７年４月１

日以後の基準）・くるみん（令和４年４月１日～令和７年３月３１日ま

での基準）・トライくるみん（令和７年４月１日以後の基準）・くるみん

（平成２９年４月１日～令和４年３月３１日までの基準）・トライくる

みん（令和４年４月１日～令和７年３月３１日までの基準）・くるみん

（平成２９年３月３１日までの基準）認定企業） 

・若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定企業） 

②認定を受けていない。 

①0.5 

②0 

基本事項評価点（企業）の合計 10.5 

※表に示す○○、●は入札説明書において指定する。 

 

＜評価にあたっての留意事項＞ 

(ア)業務拠点 

(ⅰ)○○事務所管内とは、入札説明書において示される市町村を対象とする。 

(ⅱ)「競争参加資格要件」の「業務拠点に関する要件」が「○○県内」の場合は、判断基準の

①～④でのみ評価する。 

(ⅲ)「競争参加資格要件」の「業務拠点に関する要件」が「○○事務所管内」の場合は、①・

③でのみ評価する。 

(ⅳ)「競争参加資格要件」の「業務拠点に関する要件」が本社(店)の場合は、①・②又は①の

みで評価する。 

(ⅴ)設計共同体で参加する場合は、業務拠点で最も評価点の高い構成員で評価する。 

(ⅵ)有資格者名簿に登録された本店所在地と同じ所在地の営業拠点等に限り本社（店）として 

評価する。このため本社や本店と呼称する場合であっても本社（店）として評価しない場合 

がある。 

(イ)企業信頼度（優良業務表彰等） 

(ⅰ)優良業務表彰（局長表彰・部長表彰・事務所長表彰）とインフラDX大賞（旧i-

Construction大賞)、中部DX大賞で複数の実績が申請された場合は、最も評価が高くなる１

つの実績で評価する。 

(ⅱ) 設計共同体として受けた実績も単体企業の実績として評価する。また、設計共同体で参

加する場合は、設計共同体（参加時の設計共同体と企業構成が異なる場合も含む）での実績

のほか、構成員が単体企業として受けた実績も設計共同体の実績として評価する。 

(ⅲ)優良業務表彰（局長表彰・部長表彰・事務所長表彰）については、補償関係コンサルタン

ト業務における実績に限り評価する。 

(ⅳ) インフラDX大賞（旧i-Construction大賞)については、国土交通大臣賞、優秀賞、スター

トアップ奨励賞いずれの受賞も同一に評価する。また、受賞した取り組みの内容に関わらず

評価する。 

(ⅴ) 中部DX大賞についても、大賞、奨励賞、敢闘賞いずれの受賞も同一に評価する。また、

受賞した取り組みの内容に関わらず評価する。なお、他の地方整備局等が行う同様の実績に

ついては、評価の対象としない。 

(ⅵ)環境省所管事務所の「優良業務表彰」とは、福島地方環境事務所が施行する中間貯蔵施設

設置に伴う業務について、補償関係コンサルタント業務の優良業務表彰の受賞実績について

評価する。 

(ウ)賃上げ表明・賃上げ実績 

(ⅰ)本評価項目で加点を希望する参加表明者は、様式の「従業員への賃金引上げ計画の表明



書」（以下「表明書」という。）を提出すること。なお、共同企業体が加点を受けるには各

構成員による表明が必要である。表明書の提出が無い場合は評価しない。 

経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選

択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間

と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受

ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加

点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。 

また、中小企業等については、表明書と合わせて直近の事業年度の「法人税申告書別表

１」（別紙）を提出すること。なお、「中小企業等」とは、法人税法第66条第２項又は第３

項に該当する者のことをいう。ただし、同条第５項に該当するものは除く。「大企業」はそ

れ以外の者のことをいう。 

本項目で加点を受けた落札者は、賃上げ実績確認書類として、以下に示す書類を事業年度

等が終了した後、以下に定める期限までに契約課に電磁的方法（別途周知するシステム）に

よって提出すること。 

実績確認にあたっては、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表

明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」の「「10主要科目」のうち「労務費」、

「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」（以下「合計額」という。）を「４期末従事員

等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位

での賃上げを表明した落札者は、上記の資料等を事業年度終了後３か月以内に提出するこ

と。 

ただし、法人税法（昭和40年法律第34号）第75条の２の規定により申告書の提出期限の延

長がなされた場合には、同条の規定により延長された期限と同じ期限に延長できる。 

また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計

表」の「１給与所得の源泉徴収票合計表（375）」の「Ⓐ俸給、給与、賞与等の総額」の

「支払金額」欄を「人員」で除した金額により比較する（以下、(ⅱ)及び(ⅲ)も同じ）。暦

年単位での賃上げを表明した落札者は、上記の資料を翌年の３月末までに提出すること。 

(ⅱ)中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、事業年度単位の場合は「法人事業概

況説明書」の「合計額」と、暦年単位の場合は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計

表」の「支払金額」とする。 

(ⅲ)上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第

三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる

書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合

の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙２のとおりである。 

上記の期限までに書類が提出されない場合、又は上記の確認を行った結果、本取組により

加点を受けた落札者が表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合、又は本制度の趣旨

を意図的に逸脱していると判断された場合は、別途、中部地方整備局が通知する減点措置の

開始の日から１年間、他省庁を含め国の総合評価落札方式による入札に参加する場合、本取

組により加点された割合よりも大きな割合（１点大きな配点）の減点を行う。 

なお、共同企業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となっ

た場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成

となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。 

以下の例に示すような、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができ

なかった者については、減点措置を課さないこととする。 

(ａ)特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律（平成８

年法律第85号）第２条第１項の規定に基づき指定された特定非常災害であって、同法に基

づく特別措置の適用対象となる地域に主たる事業所が所在する企業については特別措置が



適用される期間は減点措置を課さないこととする。 

(ｂ)各種経済指標の動向等を踏まえ、平成20年のいわゆる「リーマンショック」と同程度の

経済状況と認められる場合においては、全国において減点措置を課さないこととする。 

(ｃ)上記(ａ)及び(ｂ)に該当しない場合であっても、次のような自らの責によらない場合で、

かつ、その事実を客観的に証する書類とともに従業員が署名または記名・捺印した理由書

が契約課に提出され、中部地方整備局長が必要ないと認める場合には減点措置を課さない

こととする。  

① 自然災害（風水害、土砂災害、地震、津波、噴火、豪雪等）や人為的な災害（火災

等）等により、事務所、工場、主要な事業場等が被災し、事業の遂行が一定期間不可能

となった場合   

② 主要な取引先の倒産により業績が著しく悪化した場合   

③ 資材の供給不足等により契約履行期限の延期等が行われ、契約上の代価の一部を受領

できず資金繰りが著しく悪化した場合など 

※ (ａ)及び(ｂ)に相当する減点措置を課す必要がないと考えられる事象が生じた場合に

は、財務省の通知に基づき、改めて周知する。 

※ 「事実を客観的に証する書類」とは、罹災証明や契約書類の写し等を想定しているが、

これに限らない。 

※ 減点免除の申請を行う期限は、実績確認資料の提出期限と同様とする。 

※ (ａ)から(ｃ)は例示であり、これ以外の事象等についても別途周知する場合がある。 

 



② 基本事項（技術者）の評価【標準型（１：２）・簡易型（１：１）共通】 

評
価
項
目 

評価の着目点 
配点 

 判断基準 

基
本
事
項
□
技
術
者
□ 

主
任
担
当
者 

資
格 

・競争参加資格要件として設定した資格を以下の順位で評価する。 

①登録規程第２条第１項の別表に掲げる登録部門のうち、○○部門に係る補償

業務管理者又は実施規程第３条に掲げる登録部門のうち、○○部門において

実施規程第14条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録された補償業務管理

士のいずれかの資格を有する。 

②上記以外 

① ３ 

②欠格 

業
務
実
績 

・競争参加資格要件として設定した業務実績を以下の順位で評価する。 

①同種業務の実績を有する。 

②類似業務の実績を有する。 

① ３ 

② １ 

業
務
成
績
□
技
術
者
評
定
□ 

・令和●年度から令和●年度末まで（過去４年間）に完了した中部地方整備局

（港湾空港関係を除く）が発注手続を行った補償関係コンサルタント業務のう

ち、配置予定主任担当者が主任担当者又は担当技術者、照査技術者として従事

した業務における技術者評定の平均を以下の順位で評価する。 

①７４点以上 

②７２点以上７４点未満 

※平均点算出の対象となる業務実績がなく、同種・類似の業務実績として発

注者の立場で行った請負業務の実績を表明した者は②と同等評価とする。 

③７０点以上７２点未満 

※平均点算出の対象となる業務実績がなく、同種・類似の業務実績として過

去４年間における業務実績を表明した者は③と同等評価とする。 

④６０点以上７０点未満 

※平均点算出の対象となる業務実績がなく、上記②・③に該当しない者は④

と同等評価とする。 

⑤６０点未満 

① ６ 

② ４ 

③ ２ 

④ ０ 

⑤欠格 

技
術
者
信
頼
度(

優
良
技
術
者
表
彰
等)

 

・中部地方整備局（港湾空港関係を除く）が発注手続を行った補償関係コンサル

タント業務のうち、令和●年度から令和●年度に、中部地方整備局長、部長ま

たは中部地方整備局管内の事務所長から優良技術者表彰を受けた実績を以下の

順位で評価する。 

①優良技術者表彰（局長表彰）の実績が確認できる。 

②優良技術者表彰（部長又は事務所長表彰）の実績が確認できる。 

③受賞実績が確認できない。 

① ４ 

② ２ 

③ ‐ 

継
続
教
育
□
Ｃ
Ｐ

Ｄ
□ 

・ＣＰＤの取得状況について以下の順位で評価する。 

①各ＣＰＤ協議会等が推奨する単位の１.５倍以上の単位を取得していること

が確認できる。 

②各ＣＰＤ協議会等が推奨する単位を満たしていることが確認できる。 

③各ＣＰＤ協議会等が推奨する単位の半分以上の単位を取得していることが確

認できる。 

④上記以外。 

① ４ 

② ３ 

③ １ 

④ ０ 

基本事項評価点（技術者）の合計 ２０ 

※表に示す○○、●は入札説明書において指定する。 

 



＜評価にあたっての留意事項＞ 

(ア)資格 

(ⅰ)「競争参加資格要件」の「配置予定主任担当者の資格に関する要件」において示した資格

を有しない場合は欠格とする。 

(イ)業務実績 

(ⅰ)「競争参加資格要件」の「配置予定主任担当者の業務実績に関する要件」が同種のみの場

合は、判断基準の①のみで評価する。 

(ⅱ)「休業」を取得した場合は、当該「休業期間に相当する期間」に応じて評価対象期間を延

長する。「休業期間に相当する期間」は年単位とし、１年未満の期間の場合は１年を、１年

以上の期間の場合は切り上げた年数とする。 

(ウ)業務成績（技術者評定） 

(ⅰ)業務成績（技術者評定）については、テクリスに各発注機関において登録された技術者評

定を用いて以下のとおり平均点を算出したうえで評価する。このため、発注機関コードで発

注機関の実績として検索できない業務や、技術者評定が登録されていない業務については、

評価の対象としない。 

(ⅱ)平均点の算出は、本業務と同一の業種区分の実績のみを対象とし、テクリスでは「主な業

務内容」を業種区分に応じて以下のとおり選択して対象業務を抽出する。抽出した業務のう

ち、配置予定主任担当者が、主任担当者又は、担当技術者、照査技術者として従事した業務

の実績のみを対象とする。 

業種区分 抽出対象とする「主な業務内容」 

補償関係コンサルタント業務 補償コンサルタント業務 

(ⅲ)平均点は、小数第２位を四捨五入し小数第１位止めとする。 

(ⅳ)平均点算出の対象となる業務実績がない場合は、「競争参加資格要件」の「配置予定主任

担当者の業務実績に関する要件」に基づき申請された同種又は類似の業務実績に応じて以下

のとおり評価する。 

・発注者の立場で行った請負業務の実績を表明した者は②と同等の評価とする。 

・過去４年間における業務実績を表明した者は③と同等の評価とする。 

・上記に該当しない者は④と同等評価とする。 

(ⅴ)「休業」を取得した場合は、当該「休業期間に相当する期間」に応じて評価対象期間を延

長する。「休業期間に相当する期間」は年単位とし、１年未満の期間の場合は１年を、１年

以上の期間の場合は切り上げた年数とする。 

(エ)技術者信頼度（優良技術者表彰等） 

(ⅰ)優良技術者表彰（局長表彰・部長表彰・事務所長表彰）で複数の受賞実績が申請された場

合は、最も評価が高くなる１つの実績で評価する。 

(ⅱ)優良技術者表彰（局長表彰・部長表彰・事務所長表彰）については、補償関係コンサルタ

ント業務における受賞実績に限り評価する。 

(ⅲ)「休業」を取得した場合は、当該「休業期間に相当する期間」に応じて評価対象期間を延

長する。「休業期間に相当する期間」は年単位とし、１年未満の期間の場合は１年を、１年

以上の期間の場合は切り上げた年数とする。 

(オ)継続教育（ＣＰＤ） 

(ⅰ)各ＣＰＤ協議会等が推奨する単位を基準に１年間の取得単位を評価するものとし、複数年

で推奨単位が設定されている場合は、推奨単位を設定年数で除して１年間の推奨単位として

評価する。 

※補償関係コンサルタント業務の場合：補償コンサルタントCPD 協議会 

 (ⅱ)ＣＰＤ記録の証明書類の証明期間が１年を超える場合は、取得単位を証明期間（月数）

で除し、１２ヶ月を乗じて１年分の取得単位を算出して評価する。 



※証明期間が「年月日」で記載の場合は、１日以上ある月を１ヶ月として扱う。 

※証明期間が「日数」で記載の場合は、３０日を１ヶ月分として扱う。 

(ⅲ)ＣＰＤ記録の証明書類の証明期間が１年以下の場合は、当該取得単位を１年間の実績とし

てそのまま評価する。 

(ⅳ)添付するＣＰＤ記録の証明書類の発行日が、公告日より過去１年以内又は、公告日以降の

日付のものに限り評価する。また、ＣＰＤ記録の証明書類は、公告日から過去１年以内に証

明期間の一部が含まれている場合に評価する。 

  ※証明期間内のＣＰＤ記録は受講日によらず評価対象とする。 

(ⅴ)「休業」を取得した場合は、当該「休業期間に相当する期間」に応じて評価対象期間を延

長する。「休業期間に相当する期間」は年単位とし、１年未満の期間の場合は１年を、１年

以上の期間の場合は切り上げた年数とする。 

 



③ 技術提案書評価【簡易型（１：１）のみ】  

評
価
項
目 

評価の着目点 

配点 
 

判断基準 

技
術
提
案
書 

実
施
方
針 

品
質
確
保 

・業務成果の品質確保（ミス防止対策や精度管理、品質のバラツキ防止、生

産性の確保等）に関して、提案内容が業務内容に適したもので、具体性、

実現性が高い場合に評価する。 

・その内容に先進性がある場合や、高い効果が期待できる場合には優位に評

価する。 

最大 

２０ 

若
手
技
術
者
の
活
躍 

主
任
担
当
者 

・本業務に配置予定の主任担当者を、以下の順位で評価する。 

①満年齢で３５歳以下の技術者を配置。 

②満年齢で３５歳を超え４０歳以下の技術者を配置 

③満年齢で４０歳を超え４５歳以下の技術者を配置 

④上記以外 

① ３ 

② ２ 

③ １ 

④ ０ 

若
手
技
術
者 

・本業務に配置予定の若手技術者（担当技術者又は主任担当者のうち１名）

について、以下の順位で評価する。 

①競争参加資格要件として設定した配置予定主任担当者に求める資格を保

有し満年齢で３０歳以下の技術者を配置。 

②競争参加資格要件として設定した配置予定主任担当者に求める資格を保

有し満年齢で３０歳を超え３５歳以下の技術者を配置。 

③競争参加資格要件として設定した配置予定主任担当者に求める資格を保

有し満年齢で３５歳を超え４０歳以下の技術者を配置。 

④上記以外 

① ３ 

② ２ 

③ １ 

④ ０ 

人
材
育
成 

・参加表明者が、令和●年度以降公告日までに行った、若手技術者等の技術

力向上を目的とした人材育成の取り組みを以下の順位で評価する。 

①人材育成の取り組みが確認できる。 

②取組が確認できない。 

① ４ 

② - 

技術提案書の合計 ３０ 

※表に示す●は入札説明書において指定する。 

 

＜評価にあたっての留意事項＞ 

(ア)品質確保 

 (ⅰ)提案内容が以下のいずれかに該当する場合は、提案を無効とし、提案内容による実施を認

めない。 

・共通仕様書、特記仕様書等に反する提案 

・現実的ではない過度な提案、変更契約を要する提案、発注者による他機関との協議等を要

する提案 

・安全性が確保できない提案 

(ⅱ)提案内容の一部又は全てが無効となった者も入札には参加できる。ただし、落札者となっ

た場合は、無効とした提案内容を実施しないことへ了承が得られた場合に限り契約を行う。 

(ⅲ)提案は複数行う必要は無く、提案が業務内容に適したもので、具体性、実現性が高い場合

に評価する。なお、複数提案された場合は、最も評価の高い提案内容１つのみで評価を行う

が、無効とする提案内容以外は、全て履行すること。 

(ⅳ)実施が不確定と読み取れる提案内容は評価しない。 

(ⅴ)技術提案書の「１）提案の概要」は簡潔にまとめること。「１）提案の概要」で提案内容

が読みとれない場合は、「２）の提案の詳細」が記述されていても評価しない。 

(イ)－１ 若手技術者の活躍（主任担当者） 

(ⅰ)主任担当者の年齢については、公告日時点の満年齢で評価する。 

(イ)－２ 若手技術者の活躍（若手技術者） 



(ⅰ)若手技術者の年齢については、公告日時点の満年齢で評価する。 

(ⅱ)担当技術者は、配置予定主任担当者に求める資格を保有している場合に評価する 

(ウ)人材育成 

(ⅰ)参加表明者が、企業等として行う若手技術者等の社員を対象とした技術力向上のための人

材育成の取り組みを評価する。なお、対象者の年齢は制限しない。 

(ⅱ)設計共同体として参加する場合は、全ての構成員が人材育成の取り組みを実施しているこ

とが確認できない場合は評価しない。 

(ⅲ)企業等が自ら開催する複数名を対象として行う講習会等のほか、各個人に対して行うＯＪ

Ｔ等も、取り組みとして評価する。ただし、添付される状況写真や講習資料等で実施が確認

できない場合は評価しない。 

(ⅳ)参加表明者である企業等以外の者が行う講習会等へ、若手技術者等が個人で参加した実績

は評価しない。ただし、企業等が若手技術者等に対して、講習会等への参加を指示し、企業

として参加費用等の負担などを行っている場合には、企業等の取り組みとして評価する。な

お、若手技術者等に対して講習会等への参加を指示したことが判る資料と受講証明等で実施

が確認できない場合は評価しない。 

(ⅴ)資格取得の受験費用の一部又は全部を企業等が負担するなど、資格取得のみの実績は評価

しない。ただし、資格取得に係る講習会等への参加に関しては上記(ⅲ)・(ⅳ)で評価する。 



③ 技術提案書評価【標準型（１：２）のみ】  

評
価
項
目 

評価の着目点 

配点 
 

判断基準 

技
術
提
案
書 

評
価
テ
□
マ 

基本 
◎発注者が提示した留意点・課題等を踏まえた提案となっている場合に評

価する。 

最大 

３０ 

的確性 

◎提案内容について「方法」や「手順」など具体的な記載がある場合に優

位に評価する。 

◎地形、環境、地域特性などの与条件との整合性が高い場合に優位に評価

する。 

△○○の重要度を考慮した提案となっている場合に優位に評価する。 

例）事業の重要度を考慮した提案となっている場合に優位に評価する。 

△○○の難易度に相応しい提案となっている場合に優位に評価する。 

例）事業の難易度に相応しい提案となっている場合に優位に評価する。 

△○○○○ 

【業務の特性に応じて独自に設定】 

実現性 

〇提案内容について、効果が期待できる場合に優位に評価する。 

〇効果を裏付ける根拠等が明示されている場合に優位に評価する。 

〇提案内容に関する類似実績等が明示されている場合に優位に評価する。 

〇業務成果の品質向上が期待できる実施体制が明示されている場合に優位

に評価する。 

△利用しようとする技術基準、資料が適切な場合に優位に評価する。 

△提案内容によって想定される事業費が適切な場合に優位に評価する。 

△○○○○ 

【業務の特性に応じて独自に設定】 

独創性 

〇提案内容について、業務を効率的に進めることができる先進的または独

創的な提案である場合に優位に評価する。 

△周辺分野、異分野技術を援用した、高度の検討・解析手法の提案がある

場合に優位に評価する。 

△複数の既存技術を統合化する提案がある場合に優位に評価する。 

△新工法採用の提案がある場合に優位に評価する。 

△○○○○ 

【業務の特性に応じて独自に設定】 

技術提案書の合計 ３０ 

◎：必須項目  〇：基本項目  △：入れ替え項目（事業特性に応じて基本項目と入れ替え） 

※表に示す○○○○、●は入札説明書において指定する。 

 

＜評価にあたっての留意事項＞ 

(ⅰ)評価テーマに対する取り組み方法を評価する。なお、具体的な取り組み方法について提案

を求めるものであり、成果の一部の提出を求めるものではない。 

(ⅱ)入札説明書において記載された事項以外の内容を含む提案や、提案内容が以下のいずれか



に該当する場合は、提案を無効とし、提案内容による実施を認めない。 

・共通仕様書、特記仕様書等に反する提案 

・安全性が確保できない提案 

(ⅲ)提案内容の一部又は全てが無効となった者も入札には参加できる。ただし、落札者となっ

た場合は、無効とした提案内容を実施しないことへ了承が得られた場合に限り契約を行う。 

(ⅳ)発注者が入札説明書の別添１で提示した留意点・課題等を踏まえた提案であって、的確性、

実現性、独創性が高い場合に評価する。 

(ⅴ)実施が不確定と読み取れる提案内容、現実的ではない過度な提案、変更契約を要する提案、

発注者による他機関との協議等を要する提案内容は評価しない。 

(ⅵ)技術提案書の「１）提案の概要」は簡潔にまとめること。「１）提案の概要」で提案内容

が読みとれない場合は、「２）の提案の詳細」が記述されていても評価しない。 

 

 



【簡易公募型競争入札方式（地域型・地域限定型）】 

① 基本事項（企業）の評価 

評
価
項
目 

評価の着目点 
配点 

 
判断基準 

基
本
事
項
□
企
業
□ 

企
業 

□
優
良
業
務
表
彰
等
□ 

企
業
信
頼
度 

・中部地方整備局（港湾空港関係を除く）が発注手続を行った補償関係コ

ンサルタント業務のうち、令和●年度又は令和●年度に、中部地方整備

局長、部長または中部地方整備局管内の事務所長から優良業務表彰を受

けた実績を以下の順位で評価する。 

・令和●年度又は令和●年度に国土交通本省が行う「インフラDX大賞（旧

i-Construction大賞)」、中部地方整備局が行う「中部DX大賞」を受賞し

た実績を以下の順位で評価する。 

・環境省発注の中間貯蔵施設整備事業（「中間貯蔵施設設置に伴う用地総

合支援業務」、「中間貯蔵施設設置に伴う土地建物等調査等業務」及び

「中間貯蔵施設設置に伴う用地補償説明業務」）のうち、令和●年度ま

たは●年度に、環境省所管事務所が行う「優良業務表彰」を受賞した実

績を以下の順位で評価する。 

①優良業務表彰（局長表彰）の実績が確認できる。又は、インフラDX大

賞（旧i-Construction大賞)もしくは環境省所管事務所の「優良業務表

彰」の受賞実績が確認できる。 

②優良業務表彰（部長又は事務所長表彰）の実績が確認できる。又は、

中部DX大賞の受賞実績が確認できる。 

③優良業務表彰等の実績が確認できない。 

① ２ 

② １ 

③ ０ 

□
業
務
拠
点
□ 

地
域
精
通
度 

・業務拠点を以下のとおり評価する。 

① ○○事務所管内に本社(店)を有する。 

② ○○県内に本社(店)を有する。 

③ ○○事務所管内に支社(店)又は営業所等を有する。 

④ ○○県内に支社(店)又は営業所等を有する。 

⑤ 上記以外 

① ４ 

② ３ 

③ ２ 

④ １ 

⑤ ０ 

□
地
域
で
の
業
務
経
験
□ 

地
域
精
通
度 

・平成●年度以降公示日までに完了した業務における地域での業務経験を

以下の順位で評価する。 

① ●●地域における補償関係コンサルタント業務または事業監理業務

（テクリスの業務分野に補償が登録されているものに限る、以下「補償

関係コンサルタント業務等」という）に関する業務経験を有する。 

② △△地域における補償関係コンサルタント業務等に関する業務経験

を有する。 

③上記以外 

 

① ２ 

② １ 

③ ０ 

 ８ 

※表に示す○○、●、●●、△△は入札説明書において指定する。 

 

＜評価にあたっての留意事項＞ 

(ア)企業信頼度（優良業務表彰等） 

(ⅰ)優良業務表彰（局長表彰・部長表彰・事務所長表彰）とインフラDX大賞（旧i-

Construction大賞)、中部DX大賞で複数の実績が申請された場合は、最も評価が高くなる１

つの実績で評価する。 

(ⅱ)優良業務表彰（局長表彰・部長表彰・事務所長表彰）については、補償関係コンサルタン

ト業務における実績に限り評価する。 



(ⅲ)インフラDX大賞（旧i-Construction大賞)については、国土交通大臣賞、優秀賞、スター

トアップ奨励賞いずれの受賞も同一に評価する。また、受賞した取り組みの内容に関わらず

評価する。 

(ⅳ)中部DX大賞についても、大賞、奨励賞、敢闘賞いずれの受賞も同一に評価する。また、受

賞した取り組みの内容に関わらず評価する。なお、他の地方整備局等が行う同様の実績につ

いては、評価の対象としない。 

（ⅴ）環境省所管事務所の「優良業務表彰」とは、福島地方環境事務所が施行する中間貯蔵施 

  設設置に伴う業務について、補償関係コンサルタント業務の優良業務表彰の受賞実績につ 

いて評価する。 

(イ)地域精通度（業務拠点） 

(ⅰ)○○事務所管内とは、入札説明書において示される市町村を対象とする。 

(ⅱ)「競争参加資格要件」の「業務拠点に関する要件」が「○○県内」の場合は、判断基準の

①～④でのみ評価する。 

(ⅲ)「競争参加資格要件」の「業務拠点に関する要件」が「○○事務所管内」の場合は、①・

③でのみ評価する。 

(ⅳ)「競争参加資格要件」の「業務拠点に関する要件」が本社(店)の場合は、①・②又は①の

みで評価する。 

(ⅴ)有資格者名簿に登録された本店所在地と同じ所在地の営業拠点等に限り本社（店）として

評価する。このため本社や本店と呼称する場合であっても本社（店）として評価しない場合

がある。 

(ウ)地域精通度（地域での業務経験） 

(ⅰ) ●●地域及び△△地域とは、入札説明書において示される市町村を対象とする。 

(ⅱ) 再委託による業務は除く。 

 



② 基本事項評価（技術者） 

評
価
項
目 

評価の着目点 
配点 

 判断基準 

基
本
事
項
□
技
術
者
□ 

主
任
担
当
者 

資
格 

・競争参加資格要件として設定した資格を以下の順位で評価する。 

①登録規程第２条第１項の別表に掲げる登録部門のうち、○○部門に係る補

償業務管理者又は実施規程第３条に掲げる登録部門のうち、○○部門にお

いて実施規程第14条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録された補償業

務管理士のいずれかの資格を有する。 

②上記以外 

① ３ 

②欠格 

業
務
実
績 

・競争参加資格要件として設定した業務実績を以下の順位で評価する。 

①国、政府関係機関、都道府県・政令市および関係機関のいずれかの同種業

務の実績を有する。 

②国、政府関係機関、都道府県・政令市および関係機関のいずれかの類似業

務の実績を有する。 

③上記①以外の市町村・民間事業等の同種業務の実績を有する。 

④上記②以外の市町村・民間事業等の類似業務の実績を有する。 

① ８ 

② ６ 

③ ４ 

④ ２ 

継
続
教
育
□
Ｃ
Ｐ
Ｄ
□ 

・ＣＰＤの取得状況について以下の順位で評価する。 

①各ＣＰＤ協議会等が推奨する単位の１.５倍以上の単位を取得しているこ

とが確認できる。 

②各ＣＰＤ協議会等が推奨する単位を満たしていることが確認できる。 

③各ＣＰＤ協議会等が推奨する単位の半分以上の単位を取得していることが

確認できる。 

④上記以外。 

 

① ４ 

② ３ 

③ １ 

④ ０ 

 

□
地
域
で
の
業
務
経
験
□ 

地
域
精
通
度 

・平成●年度以降公示日までに完了した業務における地域での業務経験を以下の

順位で評価する。 

① ●●地域における補償関係コンサルタント業務等に関する業務経験を有す

る。 

② △△地域における補償関係コンサルタント業務等に関する業務経験を有す

る。 

③上記以外 

 

① ３ 

② １

③ － 

基本事項評価点（技術者）の合計 １８ 

※表に示す○○、●、●●、△△は入札説明書において指定する。 



＜評価にあたっての留意事項＞ 

(ア)資格 

(ⅰ)「競争参加資格要件」の「配置予定主任担当者の資格に関する要件」において示した資格

を有しない場合は欠格とする。 

(イ)業務実績 

(ⅰ)「競争参加資格要件」の「配置予定主任担当者の業務実績に関する要件」が同種のみの場

合は、判断基準の①・③のみで評価する。 

(ⅱ)「休業」を取得した場合は、当該「休業期間に相当する期間」に応じて評価対象期間を延

長する。「休業期間に相当する期間」は年単位とし、１年未満の期間の場合は１年を、１年

以上の期間の場合は切り上げた年数とする。 

(ⅲ)国、政府関係機関、都道府県・政令市および関係機関、上記以外の市町村・民間事業等と

は令和●年度建設コンサルタント業務等における入札・契約手続きに関するガイドラインX-

3(2)(ⅲ)の表に示すとおりとする。 

(ウ)継続教育（ＣＰＤ） 

(ⅰ)各ＣＰＤ協議会等の構成団体が推奨する単位を基準に１年間の取得単位を評価するものと

し、複数年で推奨単位が設定されている場合は、推奨単位を設定年数で除して１年間の推奨

単位として評価する。 

(ⅱ)ＣＰＤ記録の証明書類の証明期間が１年を超える場合は、取得単位を証明期間（月数）で

除し、１２ヶ月を乗じて１年分の取得単位を算出して評価する。 

※証明期間が「年月日」で記載の場合は、１日以上ある月を１ヶ月として扱う。 

※証明期間が「日数」で記載の場合は、３０日を１ヶ月分として扱う。 

(ⅲ)ＣＰＤ記録の証明書類の証明期間が１年以下の場合は、当該取得単位を１年間の実績とし

てそのまま評価する。 

(ⅳ)添付するＣＰＤ記録の証明書類の発行日が、公示日より過去１年以内又は、公示日以降の

日付のものに限り評価する。また、ＣＰＤ記録の証明書類は、公示日から過去１年以内に証

明期間の一部が含まれている場合に評価する。 

※証明期間内のＣＰＤ記録は受講日によらず評価対象とする。 

(ⅴ)「休業」を取得した場合は、当該「休業期間に相当する期間」に応じて評価対象期間を延

長する。「休業期間に相当する期間」は年単位とし、１年未満の期間の場合は１年を、１年

以上の期間の場合は切り上げた年数とする。 

(エ)地域精通度（地域での業務経験） 

(ⅰ) ●●地域及び△△地域とは、入札説明書において示される市町村を対象とする。 

 (ⅱ)「休業」を取得した場合は、当該「休業期間に相当する期間」に応じて評価対象期間を

延長する。「休業期間に相当する期間」は年単位とし、１年未満の期間の場合は１年を、

１年以上の期間の場合は切り上げた年数とする。 

(ⅲ)再委託による業務及び照査技術者として従事した業務は除く。 



 
1

Ⅻ―２ 低入札価格調査に該当した場合の取扱い 

 

調査基準価格を下回る場合で契約がなされた業務については、次の(１)から(４)について実施する。 
なお、(１)から(２)については、開札後速やかに、実施の可否について確認を行う。 
 
(１)増員担当技術者及び配置予定主任担当者の制限 
増員担当技術者及び配置予定主任担当者の制限について、次の①及び②を実施する。 

なお、①により配置する技術者は、テクリスに登録すること。 

① 本業務の入札額が調査基準価格を下回る金額であった場合においては、配置予定主任担当者と

は別に、以下の(ア)から(エ)までのすべての要件を満たす増員担当技術者を１名配置すること。 
なお、発注者から調査基準価格未満の連絡があった場合は、その旨が確認できる書面として、

当該業務の「配置予定主任担当者の経歴等」及び「配置予定主任担当者の同種又は類似業務の実

績」記載様式、「増員担当技術者の同種業務の実績一覧」（自由様式）及び一覧に記載した業務

の用地関係成績評定通知書の写し、配置予定主任担当者が保有する全ての資格一覧とその資格証

等の写し、増員担当技術者が保有する全ての資格一覧とその資格証等の写しを提出すること。そ

の上で、すべての要件を満たす増員担当技術者を配置することが確認できない場合には、中部地

方整備局競争契約入札心得第６条第１項第１２号の規定により、入札に関する条件に違反した入

札として、その入札を無効とする。 
(ア)配置予定主任担当者の保有している業務実績件数について同種及び類似業務ともに同一件数

以上の実績を有する者 
(イ)配置予定主任担当者の保有している全ての資格（分野及び部門ともに）を有している者 
(ウ)令和●年度から令和●年度末（過去４年間）の同種業務で地方整備局用地関係業務成績評定

要領に基づく業務成績が７６点以上の業務における主任担当者としての経験を有し、技術者成

績（照査技術者としての成績は除く）の平均点が７６点以上である者 
(エ)手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している配置予定主任担

当者の手持ち業務量の制限を超えない者 
② 本業務の履行期間中（評価基準日以前の期間を除く）は配置主任担当者の手持ち業務量が契約

金額で２億５千万円、件数で５件を超えないこととし、超えた場合には、遅滞なくその旨を報告

しなければならない。その上で、業務の履行を継続することが著しく不適当と認められる場合に

は、当該配置主任担当者を、以下の(ア)から(エ)までのすべての要件を満たす技術者に交代させ

る等の措置請求を行う場合があるほか、業務の履行を継続する場合であっても、本業務の業務成

績評定に厳格に反映させる。 
(ア)当該配置主任担当者と同等の同種又は類似業務実績を有する者 
(イ)当該配置主任担当者と同等の技術者資格を有する者 
(ウ)令和●年度から令和●年度末（過去４年間）の地方整備局用地関係業務成績評定要領に基づ

く業務成績の平均点が当該配置主任担当者と同等以上の平均点を有する者又は令和元年度から

令和４年度末（過去４年間）の同種業務における地方整備局用地関係業務成績評定要領に基づ

く業務成績が７４点以上である者 
(エ)手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している配置予定主任担

当者の手持ち業務量の制限を超えない者 
 

※●は入札説明書において指定する。 

 


